
 

                               
 

令和８年度 事 業 計 画 

 

はじめに 

 

令和７年度、府内のシルバー人材センター事業（以下｢シルバー事業｣とい

う。）は、新型コロナウイルス感染症の拡大で令和２年度に大幅に減少した会

員数・受注件数・就業延人員・契約金額を徐々にではありますが、回復させ

ているところです。 

令和７年の「高齢社会白書」によれば、６５歳以上の人口は 3,624 万人と

なり、高齢者の総人口に占める割合は 29.3％に達し、約４人に１人以上が高

齢者という本格的な高齢社会を迎えております。また、少子化が進み、労働

力人口が減少していく中で、日本経済の活力を維持していくためには、雇用

の場における女性の活躍の促進や、高齢者が意欲と能力がある限り年齢にか

かわりなく働き続けることができる「生涯現役社会」を実現することがます

ます重要となっております。 

企業においては、６５歳までの雇用確保に加え、７０歳までの就業機会の

確保が努力義務とされたことから、会員の年齢層の上昇、退会者の増加に伴

う会員の減少や活力の低下が危惧されています。 

また、国の令和８年度予算においては、人手不足の悩みを抱える企業を一

層強力に支えるため、女性会員の拡大等に取り組むセンターに補助金を重点

的に交付するとともに、事業費補助金については、事業実績を活用して交付

限度額が算定されることとされています。また、センターが独自事業を創設

するための体制整備等に要する経費を補助する事業や人手不足となっている

介護事業所における就業機会を創出する補助事業が実施されます。 

最近の我が国の経済につきましては、緩やかな回復基調を続けている一方

で、個人消費は、身近な物の価格が上昇する中で、賃金・所得の伸びに比べ

て、力強さを欠いた状態が続いており、成長型経済への移行を確実なものと

することが極めて重要な局面となっている状況にあります。 

また、令和５年１０月に消費税における「適格請求書等保存方式（インボ

イス制度）」が導入され、令和６年１１月にはフリーランス新法が施行され、

さらには、令和１０年１０月からは雇用保険の適用拡大が予定されるなど、

シルバー人材センターの事業運営はますます厳しい状況になることが想定さ



 

 

れます。 

このような情勢の下で、本年度は、昨年度に策定した「第３次中期事業計

画」の初年度であり、新たな中期事業計画の着実な推進に向けて、シルバー

事業に取り組んでいくこととします。 

「自主・自立、共働・共助」を基本として、各センターと連携を図り、 

① 会員拡大及び女性・ホワイトカラー会員比率の向上に向けた取組 

② 就業機会拡大の取組 

③ シルバー派遣事業の推進 

④ 安全・適正就業の一層の推進 

⑤  組織運営及び財政基盤の強化、地域ネットワークの形成  

⑥  サポート事業と連携した人材確保育成事業の効果的な実施  

などを重点事項として、各センターにおける事業がより円滑に推進できるよう、

以下の事業を進めます。 

 

１ 会員拡大及び女性会員比率の向上に向けての取組 

（1）会員拡大の取組 

  ア 公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会（以下「全シ協」と

いう。）が新たに設定した「新たな仲間づくり計画～10 万人の増加を目

指して！～」を推進するため、高齢者活躍人材確保育成事業等を積極的

に活用しながら、「会員増加に向けた取組事例集」も参考とし、会員拡大

に取り組んでいきます。 

    具体的には、会員拡大への危機意識を組織として共有し、役職員・会

員が一体となった取組を進めること及び女性会員のさらなる拡大の２点

を基本に位置付け、取り組んでいくこととします。 

具体的にはこれまで取り組んできた「一人一会員入会運動」の展開や

役職員・会員による組織的な入会勧奨の推進、シルバー事業の案内パン

フレットや入会チラシの作成・配布、ホームページの作成・更新等の普

及・啓発活動の積極的な展開、シルバー会員の集い、シルバー独自事業

の実施、地域イベントへの参加、ＤＶＤを活用した定期的な入会説明会

の開催等の新規入会促進の取組を進めるとともに、居心地の良いシルバ

ー人材センターづくりや「ゴールド会員制度」などの退会抑制の取組に

ついても引き続き行うよう、ＰＤＣＡサイクルによる目標管理、指導事

業等、様々な機会を通じて、センターへ働きかけていくこととします。 



 

 

  イ 連合会の普及・啓発活動として次の取組を行います。 

・ チラシ、リーフレット等を作成し、配布します。 

・ 広報誌「シルバー人材センター連合きょうと」を発行します。 

・ １０月の第３土曜日を「シルバーの日」とし、各センターの啓発、広

報活動を支援します。 

（2）女性会員比率の向上に向けての取組 

今後、福祉・家事援助サービスをはじめとする多くの分野で女性も取り組 

みやすい仕事が増えていくこと及び女性会員は全体の約 3 割にとどまって 

おり女性の潜在的労働力を掘り起こすという観点からも女性会員の役員へ 

の登用、女性委員会や女性の会の設置、女性を主な対象としたイベント等の 

開催、女性会員の就業の場の拡大などを行うことによって、今まで以上に女 

性会員の拡大を重点的に推進するよう、センターとともに取り組んでいきま 

す。 

 また、派遣事業の業務拡大を図ることでホワイトカラー向け職域を拡大

し、新たな会員獲得を推進するようセンターとともに取り組んでいきます。 

 

２ 就業機会拡大の取組 

剪定や草刈りなど、需要は多いが応えきれていない職種において、その分 

野に就業できる会員を確保・育成することで、ニーズに応えていくこととし

ます。 

また新たな職域の拡大については、まずは地域における業務需要と高齢化

が進む会員が望んでいる仕事、会員が就業可能な仕事がどのようなものであ

るかを把握し、両者のマッチングを考えた上で、新たな受注機会の拡大を目

指します。 

 

３ シルバー派遣事業の推進 

  高齢者の雇用・就業ニーズの多様化等に応えるため、会員への就業機会の 

拡大、サラリーマン退職者向けの職域拡大、適正就業確保のための請負から 

派遣事業への切り替えなど、シルバー派遣事業による職域拡大を積極的に取 

り組んでいくとともに、事務局体制の整備など体制強化を進めます。 

 教育訓練の実施については、引き続きセンターと連携し積極的に対応する

こととします。 

なお、これらの取組を積極的に進めていくとともに、令和６年度に新たに設 



 

 

置した「公益社団法人京都府シルバー人材センター連合会派遣事業専門委員 

会（以下、「専門委員会」という）」において、派遣事業に関わる重要課題（事 

務処理方式の変更、安全衛生、手数料率など）について、定期的に協議し、 

派遣事業の改善・向上に努めます。 

 

４ 職業紹介事業 

  高年齢者の就業ニーズが多様化する中で、シルバー事業になじまない仕 

事について、臨時的、短期的な雇用契約による就労を希望する高齢者や「臨・ 

短・軽」要件緩和に関する業種、職種指定があった企業に就労を希望する高 

齢者には、有料職業紹介事業を活用し、雇用の促進を図ります。また、適正 

な職業紹介事業を推進します。 

 

５ 安全・適正就業の一層の推進 

シルバー事業の運営にとって、安全就業、適正就業の徹底は、最重要課題 

であり、令和８年度は「安全・適正就業委員会」において、事故防止の啓発・ 

安全就業の啓発、適正就業ガイドラインの周知・活用などの取組を引き続き 

重点的に行うこととします。 

また、各センターが取り組んできている優れた取組についての情報共有に

努めるとともに、これまで取り組んできた事故防止、適正就業を一層進める 

ための啓発や研修等の取組を協議し、その具体化に向けた次の取組も引き続

き行うこととします。 

 

(1) 安全・適正就業推進大会の開催 

(2) 安全就業パトロールの実施 

 (3) 安全就業対策推進事業研修会の開催 

(4) DVD などを活用した安全就業の啓発 

(5) 適正就業の自主点検 

（6）適正就業ガイドラインの周知 

 

６ 組織運営及び財政基盤の強化、地域ネットワークの形成 

シルバー事業の着実な推進に向けて、公益法人の組織運営の強化や事務局 

職員の人事交流、自主財源の確立、地域での取組を重点的に取り組むことと 

します。 



 

 

 (1) 公益法人の組織運営の強化 

    令和７年４月より「公益財団法人及び公益社団法人の認定等に関する法

律」が改正され、役員のうち少なくとも１名は外部理事、外部監事とする

ことが義務付けられたため、連合会においても令和 7 年度総会において外

部理事、外部監事を選任したところであり、各理事が法人運営に積極的に

参画し、各監事が業務監査や会計監査の権限を有効に行使するよう、運営

体制の充実のための取組を強めていきます。 

   また、センター職員を対象とした研修会の開催や他団体が開催する研修 

会の案内などにより、公益法人法に基づく法人の運営や令和７年度施行の

新たな公益法人会計基準に基づく会計処理にも対処できる事務局職員の育

成に努めることとします。 

 (2) 事務局の体制強化 

   専門的知識を有するセンター職員の育成のため、事務局職員研修会を実 

施するとともに、職員の人事交流についても検討することとします。 

  また、シルバー事業の総合的な推進機能を果たせるよう、職員の適正な

処遇を確保し、職員の育成に努めるなど連合会事務局体制の強化に努めま

す。 

  (3) 財政基盤の確立 

  ア 国、府、市、町等への補助金関係の要望行動 

    国及び地方公共団体からの財政支援の確保及び就業機会の拡大等につ

いて、連合会及びセンターに対する支援を得るため、引き続き、京都労

働局長、京都府知事及び各広域振興局長、京都府市長会会長、京都府町

村会会長等に対する要望行動を行います。 

    特に、安定的な事業運営が可能となるよう、補助率や交付決定の迅速

化など国への制度見直しや自治体に対する政策要望などを行っていきま

す。 

  イ 自主財源の確立 

    自主財源を安定的に確保するために、独自事業の展開や請負の事務費

及び派遣の手数料率の見直し等の検討を進めていくこととします。 

  ウ インボイス制度への対応 

    令和５年１０月から施行されたインボイス制度に円滑に対応していく

とともに、制度施行後におけるシルバー事業への影響など情報収集に努

め、事業運営に支障をきたすことが無いよう、各センターと情報共有を



 

 

図ります。 

エ フリーランス新法への対応 

令和６年１１月に施行されたフリーランス新法により義務化される会

員への就業条件の明示等について、各センターが適切な対応を行うよう

支援します。 

    また、同法の趣旨を踏まえ、厚生労働省からシルバー事業における契

約方式を見直す方針が示されているところですが、連合会としては各セ

ンターの安定的な事業運営が可能となるよう、各センターの実情を踏ま

えた支援を行います。 

オ 地域ネットワークの形成 

    センターが、地域の抱える課題解決に向けて、シルバー事業やイベン

トなどを通じて、地域の活動団体として、地方公共団体、企業、地域の

団体等と連携し、取組を推進できるよう、連合会は側面的な支援をして

いくこととします。 

 

７ シルバー人材センター設置促進事業 

センターが未設置の各町においてセンターの設置促進を図るため、京都府

や各町に対して設置に向けた支援を要望してきましたが、引き続き近隣のセ

ンターの協力も得て、京都府及び各町へ働きかけ、情報収集及び設置の支援

等を行っていきます。 

 

８  高齢者活躍人材確保育成事業 

  人手不足分野、介護・子育て分野の現役世代を支える分野で高齢者の活躍 

の場を広げる仕事に必要な能力を身につける講習を実施します。 

 講習内容としては、介護・子育て分野、小売り、清掃など、地域において 

人手不足となる分野の講習を実施し、センターと連携しながら、講習修了者

に就業開拓した事業所へ就業する機会を提供していくこととします。 

 また、センターに関する周知・広報や就業体験等を積極的に展開すること 

で、センターにおける高齢者の一層の活躍を促進していくこととします。 

 以上、センターそれぞれの課題解決のために、センターと連携協力しなが 

ら、高齢者活躍人材育成事業の積極的な活用を進めます。 

 

 



 

 

９ その他の事業 

(1) 相談、支援事業 

    各センターにおけるシルバー事業が円滑に推進できるよう、相談、支援

活動を強めます。 

 (2) 調査、情報の収集・提供事業 

    シルバー事業関係の各種統計資料作成のための調査を行うとともに、情

報の収集、提供等行います。 

 (3) 人権啓発等の取組 

府内シルバー人材センターにおいて発生した差別事案を踏まえた人権

啓発等の取組を積極的に進めます。 

  


